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要旨： 

目的：臨床現場の手指衛生行動の観察に、既存の防犯用監視カメラの映像が活用可能かを検討する。 

方法：研究協力施設の廊下に監視カメラが設置されている A 病棟において、2011 年 8 月～9 月の任意の 5 日間の

映像を確認し、日勤帯の 2時間（9：00～11：00）と夜勤帯の 2時間（0：00～2：00）におけるすべての医療従事

者の病室の出入り回数と、手指消毒実施回数をカウントした。 

結果：日勤帯における病室の出入り総数は 1806 回、そのうち病室入口に設置している速乾性手指消毒剤による手

指衛生が実施されたのは 45 回であった。夜間帯における病室の出入り総数は 246 回、手指衛生が実施されたのは

3 回であった。病室出入りの総数を分母として手指衛生の実施率を算出すると、日勤帯が平均 2.5％、夜間帯が平

均 1.2％といずれも低い数値を示した。 

考察：監視カメラ映像は病室を出入りする職員は元より、手指衛生行動のカウントも容易に行うことができた。

但し、当然ながらベットサイドでの患者接触前後の様子は観察不可能であり、今回の低い実施率だけで手指衛生

行動の評価はできない。しかし、監視カメラの活用は、観察範囲は限定的であるにせよ、ホーソン効果の排除と

24 時間の観察が可能であること、既存の機器を活用することでコストがかからず簡便であることから、教育ツー

ルのひとつのアイデアとして可能性を示した。 
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１．目 的 

 

臨床現場の手指衛生行動の観察に、既存の防犯用監視

カメラ（図 1，2）の映像が活用可能かを検討する。 

 

２．方 法 

 

１）観察対象病棟は、研究協力施設の廊下に防犯用の

監視カメラが設置されている A 病棟（療養病棟）

とした。 

２）観察期間は、2011 年 8 月～9 月までの任意の 5 日

間で、観察時間は、主に清潔ケアやおむつ交換を

多く実施する 9～11 時（日勤帯）、0～2 時（夜勤

帯）の計 4時間とした。 

３）調査は、規定時間内に病室を出入りするすべての

医療従事者と手指衛生実施回数をカウントした。 

 

３．倫理的配慮 

 

本研究はさとう記念病院の倫理委員会の承認を得て実

施した。 
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４．結 果 

 

観察対象病棟は、1 人床 2 室、2 人床 4 室、4 人床 10

室の合計 16 病室を有しているが、映像により手指衛生行

動を観察できた病室は 9室であった。 

対象期間中の規定時間である日勤帯、夜間帯における

病室出入りの総回数と手指衛生実施回数の平均および実

施率を表 1 に示す。医療従事者が病室を出入りした日勤

帯の総数は 1806 回、そのうち病室入口に設置している速

乾性手指消毒剤による手指衛生が実施されたのは 45 回

であった。夜間帯における病室の出入り総数は 246 回、

手指衛生が実施されたのは 3 回であった。病室出入りの

総数を分母として手指衛生の実施率を算出すると、日勤

帯が平均 2.5％、夜間帯が平均 1.2％といずれも低い数値

を示した。 

観察した映像からは、日勤帯では主にシーツ交換や患

者移送、オムツ交換、清潔ケアが、夜間帯では経腸栄養

の準備や巡視のための訪室であることが推察された。 

 

５．考 察 

 

手指衛生は医療関連感染を防止する最も効果的な方法

として、すべての医療従事者が遵守しなければならない

感染対策の基本であり、手指衛生の遵守状況をモニタリ

ングし、現場にフィードバックすることが効果的な介入

のひとつとなっている１-２）。 

今回我々は、モニタリング方法のひとつとして既に設

置してある防犯用監視カメラの映像を活用した。カメラ

は病棟の廊下をほぼ見渡せる天井に設置されており（図

1，2）、その映像から職員の病室の出入りは元より手指衛

生行動を容易にカウントすることができた。映像から割

り出された実施率は低値であったが、そもそも、手指消

毒剤の設置は部屋の出入り口に限らず、病室内やベット

サイド、更には、対象施設の看護師や介護士は携帯用手

指消毒薬を保持しており、病室内の様子がわからない監

視カメラの映像だけで手指衛生の遵守率を評価すること

はできない。一方、今回の計測で日勤帯に比べ夜勤帯の

手指衛生実施率が低い（表 1）ことがわかったように、

映像の活用は 24 時間の観察が可能となる利点がある。更

に、監視カメラの活用はホーソン効果の影響を最小限に

できる可能性もある。 

モニタリング方法には一般的に、直接的な観察法、間

接的な観察法などがあり、それぞれに利点と欠点がある

と報告されている３）。これは人が行う観察の限界を提示

しているともいえる。最近では、自動測定機器付き手指

表１．病室出入りおよび手指衛生実施回数の合計と実施率 

  
病室出入り総回数の 

平均±標準偏差（回）

手指衛生実施回数の 

平均±標準偏差（回） 
平均実施率（％） 

日勤帯(9:00～11：00） 361.2±13.7 9±4.6 2.5 

夜間帯（0：00～2：00） 49.2±15.3 0.6±0.5 1.2 

図１．防犯用監視カメラ 図２．監視カメラにより観察できる病室出入り口 
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消毒薬ディスペンサーのカウントと直接観察でのカウン

トを比較したところ前者の遵守率が高かったとする報告

もされた４）。このように、手指衛生の遵守率測定にカメ

ラを含めた機械的装置を活用した精度の高いモニタリン

グ方法も検討されつつある。 

今回実施した既存の監視カメラを活用した方法は、観

察範囲が限定的で正確な実施率を測定するのは難しいが、

映像の活用はインパクトがあり、かつ、既存の機器を使

用することによりコストがかからず簡便であることから、

目的を明確にした上での教育ツールのアイデアとして可

能性を示した。  

 

（本研究は IC フローレンスクラブ研究会の研究課題

としておこなったものである） 
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